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１人１台端末（iPad）の利用について 

 

 日頃より本校の教育活動推進のため、多大なご協力をいただきまして、誠にあ

りがとうございます。本年度も宜しくお願いいたします。 

タブレット端末の利用について、下記の内容をご確認いただき、ご協力いただ

けますようお願いします。 

 

記 

 

１タッチペンの購入について 

 今年度から、３～６年生はデジタルドリルを活用することになりました。（デ

ジタルドリルについての詳細は後日お知らせいたします。）それに伴い、タッチ

ペンを使用したい場合は、ご家庭で用意していただきたいと思います。 

（２wayタイプや鉛筆キャップなど、どのような種類でも構いません。） 

 

２タブレット端末の充電と充電コード、及びアダプターについて 

昨年度と同様に、タブレット端末の充電コードとアダプターを１１日（木）に

持ち帰りましたので、タブレット端末を充電する際にご使用下さい。毎日使用す

ることも多いので、ご家庭での充電をお願いいたします。年度終わりに回収しま

すので、紛失しないようにお願いいたします。 

 

３ＧＩＧＡスクール構想について 

 船橋市教育委員会より、令和６年度『船橋市ＧＩＧＡスクール構想』のリーフ

レットが作成されましたので、ご確認下さい。 


